
＜お問合せ先＞ 兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課

兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー15階

電話番号 ０７８－３６７－０８２０

事業主の皆さまへ

改正ポイント

令和７(2025)年４月１日施行

公布日：令和６(2024)年５月31日

裏面へ続きます

（※）① 男性の「育児休業等取得率」

又は「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」

② フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

次世代育成支援対策推進法が改正されました

１ 法律の有効期限が、令和17(2035)年３月31日まで再延長されました。

〇 行動計画の策定・変更

〇 社内周知

〇 外部への公表
◆PDCAサイクルの確立

常時雇用労働者101人以上：義務
常時雇用労働者100人以下：努力義務事業主

〇 育児休業等の取得状況及び

労働時間（※）の状況把握

〇 改善すべき事情の分析

令和６(2024)年5月3１日施行

２ 一般事業主行動計画の策定・変更にあたって、育児休業取得等の取得

状況等に係る状況把握・数値目標設定が義務となります。

令和７(2025)年４月１日以降に、労働者が仕事と子育ての両立を図ることができるように

するための「一般事業主行動計画」を策定・変更しようとする場合、次のことが義務となります。

兵庫労働局

【詳細はこちら】

〇 都道府県労働局への届出

〇 計画の実施

〇 計画終了・効果の測定

くるみん認定等（認定基準見直し）

■育児休業取得率の基準を引上げ

■時間外労働の基準の引上げ

（育児世代に注目した基準も追加）

■男性の育児休業取得期間の延伸のための基準を追加

認定基準を
満たした場合

（※）①②に係る数値目標の設定が必要



① 育児休業取得状況

育児休業等を取得（開始）した

男性労働者の人数

配偶者が出産した

男性労働者の人数

状況把握

直近の事業年度内（1年間）に

人

人

×１００ ＝ ％

企業独自の小学校就学前の子の育児を目的

とした休暇制度がある場合、その利用者数

を追加できます。

※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

・育児休業（産後パパ育休を含む）

・法第23条第２項（３歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務）又は第

24条第１項（小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に

準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

計
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②フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

直近の事業年度（前年度）について、月別に、法定時間外労働と法定休日労働の合計時間の1人あたり平均

を男女計で出します。

（例） ＜フルタイム労働者＞ （時間）

【計算方法】 （各月ごとに計算）
法定時間外労働時間＋法定休日労働時間

労働者数

※ 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者（労働基準法第41条の２第１項）については、健康管理時間の状況を
把握する必要があります。

数値目標設定 状況把握の結果を基に課題分析を行い、数値目標を設定しましょう。

① 育児休業取得状況

②フルタイム労働者の各月の時間外・休日労働時間

（例）・計画期間内に、男性の育児休業の取得率を、●％以上とする。

・計画期間内の男性の育児休業取得期間を、平均●週間以上とする。

・計画期間内に育児目的休暇を利用する男性労働者を、●人以上にする。 など

（例）・計画期間終了までに、従業員全員の残業時間を、1人当たり月●時間以下とする。

・計画期間内の各月について、法定時間外労働時間が月●時間以上の労働者を●人以下にする。

・計画期間内に法定休日労働をした労働者を、●人以下にする。 など

一般事業主行動計画策定・変更届（様式第一号）も令和７年４月１日から変更されます。


